
令和７年７月28日更新
北谷町 基地・安全対策課

手順1   提出

町役場に

a「立入申請書」

b 全員分の「身分証明書」のコピー

c「車検証」のコピー

d「自賠責保険証」のコピー

を提出する。

●「立入申請書」：町役場ホームページに掲載中。役場においても配付中。

 住所、電話番号、立入希望日時・場所等を記入。
●全員分の「身分証明書」のコピー：顔写真付きの身分証のカラーコピー

 を立入申請書の指定欄に貼り付ける。
●「車検証」及び「自賠責保険証」のコピー：カラーコピー。

〇提出時、役場が全員分の「身元調査書」を配付。入域希望者本人が各自記入

 し、直接パス事務所に提出する（→詳しくは３）。

手順2 受取

町役場で

b 全員分の「身分証明書」のコピー

e「パス申請書」

を受け取る。

●「パス申請書」：申請者は、町役場からパス申請書を受け取り、パス事務

 所に提出する。

提示
パス事務所に入る際、その人の

「身分証」原本

を提示する。

●「身分証」原本：運転免許証、パスポート、マイナンバーカードのいずれか。

提出

パス事務所に

b 全員分の「身分証明書」のコピー

e「パス申請書」

f 全員分の「身元調査書」

g 全員分の「戸籍書類」のコピー

を提出する。代理で提出可能。

●全員分の「身元調査書」：ホームページに掲載中。役場においても配付中。

 提出可能なのは原本のみ。コピー不可。代筆不可。
●全員分の「戸籍書類」のコピー：本籍入りの住民票抄本やパスポートなど。

〇代表が代理で提出可能（全員で行く必要は無い）。
〇申請が受理されると、管理番号が与えられる。

受取
パス事務所で

「パス」

を受け取る。

〇パスが発行されると、米側から申請者に直接連絡が入る。
〇申請者は、パス事務所で「身分証」原本を提示し、管理番号を伝え、パスを

 受け取る。
●「パス」：申請者は、パス事務所でパスを受け取る。全員同日でなくても、

 個々に受け取り可能。パスは、入域当日にゲートで提示する。

撮影 パス事務所で顔写真を撮影する。 〇前回の入域から間もないと、省略される場合がある。

 ご来庁前に印刷し、記入していただきますとよりスムーズです。窓口においても配付しております。
 ・https://www.chatan.jp/seikatsuguide/beigunkichi/kitinaitatiirisinsei/tachiiri.html 
〇パス事務所は、第６ゲート（通称：リージョンゲート）のそばにあります。                               
 ・住所：沖縄県中頭郡北谷町北前870 ・☎：098-970-7519
 ・パス申請と受取で、窓口の対応時間が異なります。いずれも、土日・基地祝日は休みです。
  ・パス申請：平日７時30分～16時 ・パス受取：平日７時30分～14時
〇北谷城は、９～13時のみ入域できます。
〇記載された日数は営業日であり、かつ、あくまで目安です。前後する場合があります。

 ☎お問合せ：総務部 基地・安全対策課

     ・電話：098-936-1234 ・FAX：098-936-7474

※注意事項 〇「立入申請書」「身元証明書」の記入用紙及び記入例を、ホームページに掲載しております。

（申請者用）キャンプフォースター・レスター内拝所等の立入申請の手順

【重要】立入希望日の３週間前までに、手順１をお済ませください。１～４には、およそ２週間を要します。
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